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○山陽小野田市多子世帯応援保育料等軽減事業実施規則 

平成２７年３月２９日 

規則第１６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、対象児

童が保育所若しくは地域型保育事業所へ入所した場合又は民間保育サービス

施設へ通所した場合において、保育料の一部を助成することについて必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において「第３子以降の児童」とは、保護者が現に扶養して

いる当該年度の初日の前日における年齢が１８歳未満の児童（戸籍上の子以

外で現に扶養している児童を含む。）のうち第３順位以下にあるものをいう。 

２ この規則において「対象児童」とは、本市に在住する第３子以降の児童で

次に掲げるものをいう。 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２４

条の規定により保育所又は地域型保育事業所に入所した児童 

(2) 民間保育サービス施設へ通所する児童でその保護者のいずれもが子ど

も・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第１条及び山

陽小野田市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年山陽小野田市規則

第９号。以下「細則」という。）第２条に規定する家庭において必要な保

育を受けることが困難である事由に該当すると認められるもの 

３ この規則において「民間保育サービス施設」とは、次の各号に掲げる基準

のいずれにも該当する法第３９条に規定する業務を目的とする施設で、法第

３５条第４項の認可を受けていないもの（法第５８条の規定により児童福祉

施設の認可を取り消されたものを含む。）をいう。 

(1) 保育に従事する者を２人以上配置しており、そのうち３分の１以上が保

育士又は看護師の資格を有すること。 

(2) 保育室の面積は、乳幼児１人につき１．６５平方メートル以上であるこ

と。 
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(3) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 

４ この規則において「保育料」とは、対象児童に対する保育所若しくは地域

型保育事業所の保育に要する経費として当該児童の保護者が支払う費用又は

民間保育サービス施設の通所にかかる費用をいう。 

（事業の内容） 

第３条 市は、対象児童が保育所又は地域型保育事業所に入所した場合は、保

育料を減免する。 

２ 市は、対象児童が民間保育サービス施設へ通所した場合は、その保護者に

対して助成金を交付する。ただし、当該保護者が保育料を滞納している場合

は助成の対象としない。 

（保育料の減免及び助成金額） 

第４条 前条第１項の規定により保育料を減免する額は、別表のとおりとする。 

２ 前条第２項の規定による保育料の助成金（以下「助成金」という。）の額

は、対象児童１人につき当該年度に支払った保育料の総額とする。ただし、

５０，０００円を限度とする。 

（保育料の減免申請及び助成金の交付申請） 

第５条 保育料の減免を受けようとする対象児童の保護者（以下「減免申請者」

という。）は、保育所の入所申込みをする際に、多子世帯応援保育料等減免

申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 助成金の支給を受けようとする対象児童の保護者（以下「助成申請者」と

いう。）は、当該年度の２月１日から３月３日までの間に、多子世帯応援保

育料等助成金交付申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の申請書を提出するときは、多子世帯応援保育料等助成事業に関する

調書（様式第３号）を併せて提出するものとする。 

（保育料の減免決定及び助成金の交付決定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合においては、その

内容を審査し、保育料を減免することが適当であると認めたときは、保育料

の減免を決定し、細則第９条の利用料決定通知書の所得階層欄にその旨を記

載することにより、減免申請者に通知するものとする。 
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２ 市長は、前条第２項の規定による申請があった場合においては、その内容

を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決

定し、多子世帯応援保育料等助成金交付決定通知書（様式第４号）によりそ

の旨を助成申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、保育料の減免額を変更したときは、その旨を減免申請者に通知す

るものとする。この場合における通知の方法については、第１項の規定を準

用する。 

（助成金の請求等） 

第７条 助成申請者は、前条第２項の規定により通知を受けたときは、速やか

に多子世帯応援保育料等助成金請求書（様式第５号。以下「請求書」という。）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、請求書の提出を受けたときは、助成金を交付する。 

（保育料の減免決定又は助成金の交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、減免申請者又は助成申請者に虚偽の申請その他不正な行為が

あったときは、保育料の減免の決定又は助成金の交付の決定の全部又は一部

を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により保育料の減免の決定を取り消したときは、当該

取消しに係る部分について当該減免申請者に対して保育料の納付を命ずるも

のとする。 

３ 市長は、第１項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合におい

て、既に助成金が交付されているときは、当該助成申請者に対して当該助成

金の返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行日の前日までに、山陽小野田市多子世帯保育料等軽減事業
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実施要綱（平成１７年３月２２日制定）の規定によりなされた手続その他の

行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

別表（第４条関係） 

区分 保育料の減免額 

市民税非課税世帯に属する対象児童 全額 

市民税所得割非課税世帯に属する対象

児童 

市民税所得割額が９７，０００円未満の

世帯に属する対象児童 

上記区分以外の対象児童 ２分の１に相当する額 

備考 

４月から８月分までの保育料軽減の額は利用に係る年度の前年度におけ

る市民税の額によって、９月から翌年３月分までの保育料軽減の額は利用

に係る年度における市民税の額によってそれぞれ決定する。 



5/10 

 



6/10 

 



7/10 

 



8/10 

 



9/10 

 



10/10 

様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

 


